
定 期 無 料 相 談
■人権相談
○６月14日㈫　13時～17時　東予農村環境改善センター

　問合せ　東予総合支所総務課　℡0898－64－2700内線315
○６月16日㈭　13時～17時　玉津公民館

　問合せ　市庁舎本館市民相談課　℡0897－56－5151内線2462
○毎週月・水・金曜日　９時～16時　松山地方法務局西条支局

　問合せ　西条人権擁護委員協議会　℡0897－56－0188

■行政相談
○６月７日㈫・７月５日㈫　13時～16時

　市民会館（東予総合支所隣）

　問合せ　東予総合支所総務課　℡0898－64－2700内線315
○６月13日㈪　13時～16時　市庁舎本館市民相談課

　問合せ　市庁舎本館市民相談課　℡0897－56－5151内線2462
○６月14日㈫　９時～12時　丹原福祉センター

　問合せ　丹原総合支所総務課　℡0898－68－7300内線230
○６月15日㈬　13時～16時　小松公民館

　問合せ　小松総合支所総務課　℡0898－72－2111内線212

■法律相談
　内容　弁護士が担当（定員15人、１人15分)
　　　　※前日までに予約が必要です。

○６月８日㈬・22日㈬　13時～17時　市庁舎本館市民相談課

　問合せ　市庁舎本館市民相談課　℡0897－56－5151内線2462
○６月15日㈬　13時～17時　市民会館（東予総合支所隣）

　問合せ　東予総合支所総務課　℡0898－64－2700内線315

■子育て相談
◆医療カウンセラーによる専門的相談
　６月19日㈰　13時30分～15時30分

　総合福祉センター（もてこい元気館）

　問合せ　地域子育て支援センター「ひだまり」℡0897－55－1018

■青少年電話相談
ヤングテレホン
　℡0897－52－2828（青少年育成センター）

　月～金曜日　８時30分～17時

　℡0897－56－4976（西条警察署）　℡0898－65－4976（西条西警察署）

ヤングホットライン

　℡089－945－4115（松山教育事務所）　月～金曜日　９時～ 18時

■司法書士法律無料相談
　６月21日㈫　10時～12時　丹原公民館

■心配ごと相談
○総合福祉センター　月～金曜日　13時～16時

○東予総合福祉センター　月・金曜日　９時～12時

○丹原福祉センター　毎週火曜日　９時～12時

○小松公民館　６月５日㈰・15日㈬・25日㈯　13時～16時

○小松農村環境改善センター　６月10日㈮・20日㈪　13時～16時

　内容　福祉や生活等に関する悩み相談
　主催　社会福祉協議会

■交通事故相談
　一般相談：月～金曜日　９時～16時　弁護士相談：６月20日㈪

　※事前に予約が必要です。

　場所　西条地方局４階　℡0897－56－1300内線251

■社会保険等相談
　６月９日㈭　10時～16時　総合福祉センター（もてこい元気館）

　内容　社会保険労務士が担当
　問合せ　市庁舎本館商工振興課　℡0897－56－5151内線2547

■社会保険出張相談
○６月17日㈮・30日㈭　10時～15時30分　西条商工会議所

○６月16日㈭　10時～15時30分　東予市商工会議所

　問合せ　新居浜社会保険事務所　℡0897－35－1300

■消費生活相談
　月～金曜日　９時～16時

○西条地方局くらしの窓口　直通電話番号：℡0897－56－3700

○各地方局・県生活センター　共通電話番号：℡0570－700－370

■土地建物取引相談
　６月14日㈫　13時～15時　宅建協会西条支部（兵庫ビル２階）

　問合せ・主催　宅建協会西条支部　℡0897－55－0988

■土地建物取引相談、住宅に関する無料相談
　６月10日㈮　13時～15時　東予市商工会議所　℡0898－64－5000

　主催　宅建協会周桑支部、東予市商工会議所

■お酒の悩み相談
　６月22日㈬　18時～19時　総合福祉センター３階第１会議室

　問合せ　西条断酒会　℡0897－55－8030　担当：辻本

◆人権擁護委員　（敬称略）

佐伯継一郎　　（大町）

荒井　宏子　　（洲之内）

藤橋　千秋　　（河之内）

織田　敦子　　（小松町妙口）

能智　　保　　（小松町新屋敷）

秋山　節子　　（丹原町池田）

桑村　啓子　　（丹原町寺尾）

渡部三枝子　　（石延）

野田　久雄　　（喜多台）

篠原　紀昭　　（今在家）

武田　惠子　　（楠）

加藤　義範　　（大町）

井門喜代美　　（下島山）

妻鳥久美子 　　(大町)

瀬川　大秀　　（飯岡）

佐々木久子　　（中野）
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